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戦
後
70
年
、

生
き
延
び
て
今

な
お
元
気
な
元

戦
士
が
い
る
。

彼
の
実
戦
体
験
か
ら
の
言
葉

は
、
10
年
ほ
ど
若
く
実
戦
を

免
れ
た
私
の
心
に
重
く
の
し

か
か
っ
た
。

　

彼
は
戦
闘
機
の
射
程
内
に

入
っ
た
敵
機
搭
乗
員
の
恐
怖

で
引
き
つ
っ
た
顔
が
忘
れ
ら

れ
な
い
と
言
う
。
敵
に
も
故

郷
で
無
事
帰
還
を
待
つ
親
兄

弟
が
い
る
だ
ろ
う
と
の
思
い

が
、
い
つ
ま
で
も
打
ち
消
せ

な
い
で
い
る
。「
私
は
戦
争

を
憎
む
」
と
言
っ
た
彼
の
言

葉
は
寡
黙
な
中
か
ら
濃
縮
さ

れ
た
硬
い
結
晶
の
よ
う
に
鋭

く
、
私
の
心
を
貫
い
た
。

　

抑
止
力
の
た
め
の
軍
備
や

地
政
学
的
見
地
か
ら
見
た
近

隣
国
の
国
家
と
し
て
の
本
能

的
意
図
と
そ
の
能
力
の
分
析

な
ど
、
感
情
を
超
え
た
冷
徹

な
分
析
も
そ
れ
な
り
の
説
得

力
が
あ
る
が
、
嘘
臭
さ
も
臭

う
。
人
類
の
獣
性
を
不
可
避

な
も
の
と
し
て
是
認
し
た
上

で
の
理
論
構
築
の
前
に
、
多

く
の
人
の
戦
争
を
憎
む
理
性

的
感
情
を
結
集
さ
せ
て
、
日

本
の
針
路
を
決
め
れ
ば
明
る

い
未
来
は
見
え
て
く
る
。

　

次
の
、
或
い
は
そ
の
次
の

選
挙
で
戦
争
を
憎
む
声
が
票

塊
と
な
っ
て
国
の
総
意
を
決

め
る
だ
ろ
う
。

今日の数字

第103条
　戦時における医師・歯科医
師への業務従事命令を定めた
自衛隊法の条項。

基基  

軸軸
安
保
法
制
を

安
保
法
制
を

斬
る
斬
る

❹❹

憲
法
会
議
代
表
幹
事
・
弁
護
士　

吉
田
健
一

憲
法
会
議
代
表
幹
事
・
弁
護
士　

吉
田
健
一

立
憲
主
義
を
何
重
に
も
蹂
躙

基
本
的
理
解
欠
く
安
倍
首
相

審議を尽くすことなく採決を
強行した衆院特別委　　　　
（首相官邸ホームページから）

白
衣
姿
で
安
保
法
案
の
撤
回
を
訴
え
た
街
頭
宣
伝
＝
８
日
、
大
阪
市
内

2016年診療報酬改定
に向けた保団連要求

今号に同封

　全国保険医団体連合会は、2016
年診療報酬改定への要求案をまと
めた冊子を発行しました。今号に
同封し、全会員に送付します。
　患者窓口負担の軽減と診療報酬
の大幅引き上げを柱に、個別の改
定要求に言及しています。
　ぜひお読みください。

強強  

行行  

採採  

決決  

にに  

抗抗  

議議

審
議
打
ち
切
り
自
公
で
可
決

　

海
外
で
の
武
力
行
使
に
道
を
開
く
安
全
保
障
関
連
法
案

の
成
立
を
阻
止
し
よ
う
と
、
協
会
は
大
阪
府
保
険
医
協
会

と
共
同
で
８
日
、
大
阪
弁
護
士
会
館
で
記
者
会
見
を
開

き
、
医
師
・
歯
科
医
師
緊
急
ア
ピ
ー
ル
を
発
表
し
た
。
同

法
案
の
廃
案
を
求
め
る
会
員
署
名
に
歯
科
・
医
科
合
わ
せ

て
５
０
０
人
を
超
え
る
賛
同
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
を
紹
介

し
、「
私
た
ち
は
二
度
と
戦
争
の
血
で
白
衣
を
汚
さ
せ
な

い
た
め
、
法
案
に
反
対
す
る
」
と
表
明
し
た
。
朝
日
新
聞

や
毎
日
放
送
な
ど
５
社
が
出
席
し
た
。
会
見
後
に
は
、
淀

屋
橋
の
街
頭
で
白
衣
姿
の
抗
議
活
動
に
取
り
組
ん
だ
。

　

安
倍
政
権
は
、
９
月
27
日

ま
で
国
会
会
期
を
大
幅
延
長

し
、
衆
議
院
で
強
行
採
決
ま

で
行
い
、
今
国
会
で
安
保
法

制
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、
集
団
的
自

　サマーセミナーでは、憲法学者
の古関彰一氏（獨協大学名誉教授）
が「『平和国家』日本の再検討～
戦争する国づくりと安全保障の行
方」と題して８月30日（日）に講
演します。３面に案内を掲載。

　

会
見
で
小
澤
力
理
事
長

は
、「
私
た
ち
は
診
療
を
通

し
て
患
者
の
命
と
健
康
を
守

っ
て
き
た
。
同
法
案
で
軍
事

優
先
と
な
り
、
国
民
の
命
が

な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
と
危

惧
し
て
い
る
。
採
決
の
強
行

に
強
く
反
対
し
、
廃
案
を
求

め
る
」
と
話
し
た
。
両
協
会

は
今
後
、
医
師
・
歯
科
医
師

１
０
０
０
人
を
目
標
に
署
名

へ
の
賛
同
者
を
集
め
る
こ
と

に
し
て
い
る
。

　

13
人
の
医
師
・
歯
科
医
師

は
白
衣
姿
で
淀
屋
橋
の
街
頭

に
立
ち
、
マ
イ
ク
を
手
に
安

　

安
全
保
障
関
連
法
案
は
15

日
、
衆
院
特
別
委
で
採
決
が

強
行
さ
れ
、
自
民
・
公
明
両

党
の
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ

た
。
世
論
調
査
で
国
民
の
大

多
数
が
慎
重
審
議
や
廃
案
を

求
め
る
な
か
、
審
議
を
打
ち

切
っ
て
採
決
し
た
こ
と
に
協

会
は
抗
議
声
明
（
３
面
に
全

文
）
を
発
表
し
た
。

　

同
法
案
の
国
会
審
議
で

は
、
憲
法
違
反
の
実
態
が
明

保
法
案
へ
の
反
対
を
表
明
。

「
命
を
守
る
医
療
従
事
者
と

し
て
、
戦
争
立
法
に
断
固
反

対
す
る
」「
法
案
が
成
立
す
れ

ば
、
自
衛
隊
法
に
基
づ
き
医

師
・
歯
科
医
師
が
海
外
の
戦

争
に
参
加
・
協
力
さ
せ
ら
れ

る
。
廃
案
し
か
な
い
」
な
ど

と
訴
え
、
ア
ピ
ー
ル
文
入
り

の
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
配
っ
た
。

　

小
澤
理
事
長
や
辻
本
勝
副

理
事
長
ら
が
参
加
し
た
。

ら
か
と
な
り
、
撤
回
を
求
め

る
声
が
集
中
し
て
い
た
。
協

会
は
参
院
で
の
廃
案
を
求

め
、
引
き
続
き
同
法
の
反
対

署
名
に
取
り
組
む
。

 お
知
ら
せ

　

次
号
８
月
５
日
付
は
同
15

日
付
と
合
併
し
て
発
行
し
、

８
月
10
日
頃
に
届
け
ま
す
。

衛
権
の
行
使
を
認
め
る
安
保

法
制
は
、
近
代
自
由
主
義
国

家
の
普
遍
的
な
原
理
と
さ
れ

て
い
る
立
憲
主
義
を
根
本
か

ら
破
壊
す
る
も
の
で
あ
り
、

断
じ
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。

　

す
な
わ
ち
、
基
本
的
人
権

の
保
障
、
そ
し
て
恒
久
平
和

主
義
を
実
現
す
る
こ
と
は
、

憲
法
が
権
力
に
課
し
た
役
割

で
あ
り
、
こ
の
役
割
を
果
た

憲
法
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
る
対

象
で
あ
る
内
閣
が
、
自
由
に

憲
法
解
釈
を
変
更
で
き
る
と

す
る
と
立
憲
主
義
は
画
餅
に

帰
す
る
。
と
り
わ
け
、
安
倍

首
相
は
、
憲
法
解
釈
の
見
直

し
に
つ
い
て
「
最
高
の
責
任

者
は
私
で
す
」
と
述
べ
て
お

り
、
立
憲
主
義
へ
の
基
本
的

理
解
す
ら
欠
い
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
首
相
に
憲
法
解
釈

の
変
更
を
委
ね
る
こ
と
は
、

れ
な
い
と
し

て
き
た
集
団

的
自
衛
権
を

行
使
し
よ
う

と
し
て
い

る
。し
か
し
、

泥
棒
に
刑
法
の
制
定
を
委
ね

る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

◎　
　

◎

　

の
み
な
ら
ず
、
安
倍
政
権

は
、
安
保
法
制
の
国
会
提
出

前
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
年

４
月
、
ア
メ
リ
カ
と
の
間
で

新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
見
直

し
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使

や
地
球
規
模
で
の
戦
争
協
力

を
約
束
し
た
。
そ
れ
は
、
日

本
及
び
極
東
に
お
け
る
国
際

平
和
と
安
全
と
い
う
安
保
条

約
の
枠
を
も
踏
み
越
え
る
も

の
で
あ
っ
て
、
憲
法
上
必
要

と
さ
れ
る
条
約
の
変
更
手
続

き
、
国
会
す
ら
無
視
す
る
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
海
外

で
の
武
力
行
使
に
つ
い
て

は
、
裁
判
所
の
判
断
を
も
無

視
す
る
も
の
で
あ
る
。
名
古

屋
高
裁
の
判
決
で
は
、
イ
ラ

ク
戦
争
で
海
外
派
兵
さ
れ
た

自
衛
隊
機
が
武
装
し
た
米
兵

を
輸
送
す
る
活
動
は
武
力
行

使
を
禁
止
し
た
憲
法
９
条
に

違
反
す
る
と
判
断
さ
れ
て
い

る
。
国
会
と
い
え
ど
も
違
憲

の
法
律
を
制
定
で
き
な
い
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

安
倍
政
権
は
、
憲
法
に
も

と
づ
く
権
力
の
行
使
を
求
め

る
立
憲
主
義
を
、
二
重
に
も

三
重
に
も
踏
み
に
じ
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。 

（
つ
づ
く
）

す
た
め
に
権
力
が
拘
束
さ
れ

る
と
い
う
の
が
、
立
憲
主
義

で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
、

こ
の
立
憲
主
義
の
立
場
か

ら
、
憲
法
を
最
高
法
規
と
し

（
98
条
）、
国
務
大
臣
、
国

会
議
員
等
の
公
務
員
に
憲
法

尊
重
擁
護
義
務
を
課
し
て
い

る
（
99
条
）。
憲
法
で
国
家

権
力
を
縛
る
こ
と
に
よ
り
、

国
民
の
自
由
と
権
利
、
平
和

主
義
を
実
現
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

◎　
　

◎

　

と
こ
ろ
が
、
安
倍
政
権

は
、
安
保
法
制
を
成
立
さ

せ
、
そ
れ
ま
で
憲
法
上
許
さ

安保法案

戦
争
の
血
で
白
衣
染
め
さ
せ
ぬ

戦
争
の
血
で
白
衣
染
め
さ
せ
ぬ

戦
争
の
血
で
白
衣
染
め
さ
せ
ぬ

戦
争
の
血
で
白
衣
染
め
さ
せ
ぬ

安保法案に抗議のアピール安保法案に抗議のアピール


